
福島県後期高齢者医療広域連合公告第７号 

 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第１９条

第６項の規定による特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況及び同法第２１条の規定

による女性の職業生活における活躍に関する情報は、別紙のとおりである。 

 

  令和５年８月１日 

 

福島県後期高齢者医療広域連合長 木 幡  浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合における女性活躍推進法に基づく取組等 

１ 女性活躍推進法第１９条第６項の規定に基づく取組の実施状況 

 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 

管理的地位にある女性割合 ５０％ ０％ ０％ ０％ 

職員に占める女性割合 ４８％ ４２％ ４２％ ４０％ 

 

２ 女性活躍推進法第２１条の規定による女性の職業生活における活躍に関する情報 

（１）職員数における女性割合と超過勤務及び年次有給休暇取得状況 

 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 

管理的地位にある女性割合 ５０％ ０％ ０％ ０％ 

職員に占め

る女性割合 

（職員） ３５％ ２６％ ３０％ ２６％ 

（任期付職員） ３３％ ５０％ ３３％ ５０％ 

（会計年度任用職員） １００％ １００％ １００％ １００％ 

（派遣労働者） １００％ １００％ １００％ １００％ 

超過勤務の状況（月平均） ６．７時間 ９．４時間 ９．５時間 ７．２時間 

（内女性の平均） ５．５時間 ７．３時間 １０．０時間 ４．０時間 

年次有給休暇の取得状況（年平均） １３．２日 １２．１日 １１．８日 ８．１日 

（内女性の平均） １１．０日 １０．５日 ８．２日 ８．７日 

 

（２）職員の給与の男女の差異の情報 

ア 全職員に係る情報 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

任期の定めのない常勤職員 ―％ 

任期の定めのない常勤職員以外の職員 ７１．６％ 

全職員 ７１．６％ 

 

 



イ 「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

① 役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

本庁部局長・次長相当職 ―％ 

本庁課長相当職 ―％ 

本庁課長補佐相当職 ―％ 

本庁係長相当職 ―％ 

 

② 勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

３６年以上 ―％ 

３１～３５年 ―％ 

２６～３０年 ―％ 

２１～２５年 ―％ 

１６～２０年 ―％ 

１１～１５年 ―％ 

６～１０年 ―％ 

１～５年 ―％ 

 

【説明欄】 

 
・任期の定めのない常勤職員は、県及び構成市町村派遣職員のみであり該当者が存在

しない。 

・任期の定めのない常勤職員以外の職員数は 7 名で、そのうち任期付職員が 3 名（女

性 1 名）、会計年度任用職員が 4 名（女性のみ）である。給与水準が低い会計年度任用

職員に女性職員が偏っているため、男女間で約３０％の給与の差異が生じている。 


